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議案第 22 号 介護保険条例の 

一部改正に関わる付帯決議 
 

高齢化が急速に進む現代社会におい

て「介護の社会化」を担う介護保険事

業の持つ役割はますます重要になって

いる。同時に本事業創設より 18年が過

ぎ 7 期を迎えるにあたって制度および

運用の改善が様々に指摘されている。 

我が町における介護保険事業は、関

係者の不断の努力にもかかわらず、介

護を要する罹病率が全国・県下の平均

および近隣市町と比較しても飛び抜け

て高いことが指摘されている。この現

状を改善・克服することが町民的課題、

町政の重要な課題であることは確かで

ある。 

現在の介護保険制度の枠組みでは、

介護給付をはじめ、総給付費が伸びれ

ば伸びるほど介護保険料負担が跳ね上

がってくる。このことから第７期の介

護保険料は基準額で月額 6,800 円に設

定され、県下で一番高くなり、来年度

から 800円・13％の引き上げとなり、

町民のくらしを圧迫する一要因になり

かねない。 

議案第 22号が付託された総務民

生常任委員会（3 月 13 日）では、

保険料の抑制ができないか、などの

質疑が集中した。その審議の中で野

瀬町長は「一般財源の繰入はできな

いが３０年度の給付費の推移を見

ながら今後考えていきたい」など前

向きと理解できる答弁を行った。 

今、町民の願いに応え、町政の信

頼回復を最重点に取り組むうえで

も、町民のくらしを応援する方向を

町政が示す上でも、介護保険料の軽

減策は重要なテーマである。 

しかるに、野瀬町政においては、

甲良町介護保険条例の一部を改正

する条例の施行に当たって、健康推

進施策を飛躍的に充実させるとと

もに介護保険料負担に関わる何ら

かの軽減措置を講じられることを

強く求める。 

以上決議する。 

（平成 30年 3月 20日） 
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介
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賛
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し
ま
し
た
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